
著作権法 （抜粋） 

（視覚障害者等のための複製等） 

第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 

２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、

又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項に

おいて同じ。）を行うことができる。 

３ 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（以下この項及び第百二条第四項に

おいて「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著

作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式（視覚及び他の知覚により認識される方式を含

む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の著作物で、当該著作物にお

いて複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含

む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該

方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度に

おいて、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な

方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者

又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公

衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りで

ない。 

 

（聴覚障害者等のための複製等） 

第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者（以下この条及び次条第五項

において「聴覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応

じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式（聴覚及

び他の知覚により認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当該著

作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提

供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。）について、専

ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必

要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚

著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しく

はその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式

による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 

一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用する

ために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行うこと。 

二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること（当該聴覚著作物に係る音

声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併

せて行うものに限る。）。 

 



（営利を目的としない上演等） 

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合に

は、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口

述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 公表された著作物（映画の著作物を除く。）は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受

ける者から料金を受けない場合には、その複製物（映画の著作物において複製されている著作物にあつ

ては、当該映画の著作物の複製物を除く。）の貸与により公衆に提供することができる。 

５ 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の

施設（営利を目的として設置されているものを除く。）で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に

関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの（同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該

事業を行うものを除く。）は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受

けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う

者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定

する権利を有する者（第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含

む。）に相当な額の補償金を支払わなければならない。 

 

（翻訳、翻案等による利用） 

第四十七条の六 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物に

ついて、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。 

一 第三十条第一項、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十四条第

一項、第三十五条第一項又は前条第二項翻訳、編曲、変形又は翻案 

二 第三十一条第一項（第一号に係る部分に限る。）、第二項、第四項、第七項（第一号に係る部分に

限る。）若しくは第九項（第一号に係る部分に限る。）、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条

第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項又は第四十一条から第四十二条の二まで

翻訳 

三 第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条変形又は翻案 

四 第三十七条第三項翻訳、変形又は翻案 

五 第三十七条の二翻訳又は翻案 

六 第四十七条の三第一項翻案 

２ 前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規

定（次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十

八条第三項第二号において同じ。）により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の

当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次

的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定

による利用を行うことができる。 

一 第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行



うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物

同条第二項 

二 前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を

行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物同条第一項 

 

（複製権の制限により作成された複製物の譲渡） 

第四十七条の七 第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項（第一号に係

る部分に限る。以下この条において同じ。）若しくは第七項（第一号に係る部分に限る。以下この条に

おいて同じ。）、第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三

条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十

六条第一項、第三十七条、第三十七条の二（第二号を除く。以下この条において同じ。）、第三十九条第

一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条

の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、

第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、こ

れらの規定の適用を受けて作成された複製物（第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項、

第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著

作物の複製物（映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を

含む。以下この条において同じ。）を除く。）の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三

十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは

第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、

第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若し

くは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成され

た著作物の複製物（第三十一条第一項若しくは第七項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十

二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。）を第三十条の三、第三

十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十

五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、

第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、

第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡

する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された

思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限

りでない。 

 

（出所の明示） 

第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態

様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 

一 第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の二第

一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条

の二第一項又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合 



二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若

しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する

場合 

三 第三十二条若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第

三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四

十二条の二第二項、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合に

おいて、その出所を明示する慣行があるとき。 

２ 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名の

ものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 

３ 次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作

物の出所を明示しなければならない。 

一 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物を

これらの規定により利用する場合 

二 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて

同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合 

 

（複製物の目的外使用等） 

第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 

一 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一

号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五

条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文（同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項

第一号において同じ。）、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、

第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七

条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のため

に、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次項第一号又は第二号の複製物に該当

するものを除く。）を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示（送信可能化を含

む。以下同じ。）を行つた者 

二 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次項第三号の複製物に該当する

ものを除く。）を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる

目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者 

三 第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事

業者又は放送同時配信等事業者 

四 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次項第四号の複製物に

該当するものを除く。）を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者 

五 第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物（次項第四号の複製物に該当するものを除

く。）を保存した者 

六 第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適

用を受けて作成された著作物の複製物（次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。）を



用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者 

２ 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を、

当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。 

一第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第

一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十

七条の二本文、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七

条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受け

て同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複

製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者 

 

 

著作権法施行令（抜粋） 

（視覚障害者等のための複製等が認められる者） 

第二条 法第三十七条第三項（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する

場合を含む。）の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 

一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者（イ、ニ又はチに

掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置

する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。） 

イ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項の障害児入所施設及び児童発達

支援センター 

ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設 

ハ 国立国会図書館 

ニ 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第五条第一項の視聴覚障害者情報提

供施設 

ホ 図書館法第二条第一項の図書館（司書等が置かれているものに限る。） 

ヘ 学校図書館法（昭和二十八年法律第百八十五号）第二条の学校図書館 

ト 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老

人ホーム 

チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三

号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業

（同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する

就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設 

二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人（法第二条第六項

に規定する法人をいう。以下同じ。）で次に掲げる要件を満たすもの 

イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合に

あつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。）を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力

及び経理的基礎を有していること。 



ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する

職員が置かれていること。 

ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること（当該名簿を作成している第三者を

通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること）。 

ニ 法人の名称並びに代表者（法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。）の

氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、

公表していること。 

三視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イか

らハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの 

２ 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他

の適切な方法により公表するものとする。 

 

（聴覚障害者等のための複製等が認められる者） 

第二条の二 法第三十七条の二（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用す

る場合を含む。）の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とす

る。 

一 法第三十七条の二第一号（法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。）に掲

げる利用次に掲げる者 

イ 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のため

に情報を提供する事業を行う者（国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。） 

ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障

害者等のための複製又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を的確かつ円滑に行うことができ

る技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの 

二 法第三十七条の二第二号（法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。

以下この号において同じ。）に掲げる利用次に掲げる者（法第三十七条の二第二号の規定の適用を受

けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。） 

イ 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者（（２）に掲

げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、（３）に掲げる施設を

設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。） 

（１） 大学等の図書館及びこれに類する施設 

（２） 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設 

（３） 図書館法第二条第一項の図書館（司書等が置かれているものに限る。） 

（４） 学校図書館法第二条の学校図書館 

ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障

害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を

有するものとして文化庁長官が指定するもの 

２ 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネッ

トの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 



 

（映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設） 

第二条の三 法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 

一 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設 

二 図書館法第二条第一項の図書館 

三 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィ

ルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文

化庁長官が指定するもの 

２ 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他

の適切な方法により公表するものとする。 

 

 

著作権法施行規則（抜粋） 

（公表事項） 

第二条の七 令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容（法第三十七条第三項（法第八十六条第一項及

び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により複製又は公衆送信を行

う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。） 

二 令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨 

 

（公表方法） 

第二条の八 令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載

により行うものとする。 

 

 

図書館法（抜粋） 

（定義） 

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、

一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、

地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの（学校に附属する

図書館又は図書室を除く。）をいう。 

２ （略） 

 

 

 

 



学校図書館法（抜粋） 

（定義） 

第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の

小学部を含む。）、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学

部を含む。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）（以下「学校」

という。）において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料（以下「図書館資料」と

いう。）を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、

学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設

けられる学校の設備をいう。 


